
 

 

総合評価一般競争入札の実施について 

 

令和５年１月 20日（金） 

大阪市職員共済組合 

理事長 吉村 公秀 

 

総合評価一般競争入札を実施するので、次のとおり掲示する。 

 

 

１ 担当 

〒530‐8201  大阪市北区中之島 1丁目 3番 20号 

大阪市職員共済組合（大阪市役所 4Ｆ） 電話 06‐6208‐7581 

 

２ 入札に付すべき事項 

(1) 業務の名称 非肥満個別指導事業業務委託（単価契約） 

(2) 業務の内容 別紙仕様書による。 

(3) 契約期間 令和５年４月１日から令和６年３月 31日 

 

３ 入札参加資格 

次に掲げる要件のすべてに該当し、当共済組合の入札参加資格審査において、その資

格を認められた者は入札に参加することができる。 

(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者であ

ること。 

(2) 入札参加申出時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止を受

けていないこと。 

(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと

及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

(4) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定するプライバシーマーク制

度の認定を受けていること、もしくは JISQ27001:2006（ISO/IEC27001:2005）又は

JISQ27001:2014（ISO/IEC27001;2013 の認証を受けていること、もしくはこれらに相

応する体制を整備していること。 

 

４ 入札参加申請書等の交付 

ホームページによる。 

 

５ 入札参加申請等 

(1) 申請書類 

入札参加を希望するものは、次の書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなけれ

ばならない。 



 

 

①総合評価一般競争入札参加申請書 

②事業者の概要 

③登記事項証明書 

（現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書のいずれか１つ） 

※ただし、大阪市電子調達システムの入札参加有資格者名簿に登録されている場

合は②、③の提出は不要とする。 

(2) 受付期間 

掲示の日から令和５年２月３日（金）までの大阪市の休日を除く毎日、午前９時か

ら午後５時 30分まで(午後０時 15分から午後１時までを除く)。 

(3) 受付場所 

「１ 担当」に同じ。 

(4) 申請書類は、「(2)受付期間」で指定する受付期間内に、「(3)受付場所」または郵

送にて提出すること。 

  ※郵送の場合は令和５年２月３日（金）必着 

(5) 申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とする。 

 

６ 入札参加申請書の取扱いについて 

受付後の入札参加申請書の撤回は認めない。 

 

７ 質問事項の受付・回答について 

(1) 受付期限 

令和５年２月３日（金） 午後５時 30分まで 

(2) 仕様書等についての質問方法 

質問は電子メール（必ず開封済みを要求すること）にて【kyosai@city.osaka.lg.jp】

まで送信すること。 

(3) 質問への回答日及び回答方法 

令和５年２月７日(火)までに、大阪市職員共済組合ホームページの「入札契約情報」

に掲載する。 

ただし、質問がない場合は掲載しない。 

 

８ 入札参加者の指名等 

(1) 指名通知書は、令和５年２月７日付けで郵送により交付する。 

(2) 指名されなかった申請者に対しては、その理由を付した通知書を(1)と同様に交付

する。 

 

９ 入札に参加することができない者 

(1) 入札参加申請期限までに申請をしなかった者又は入札参加資格の指名をされなか

った者 

(2) 入札参加申請期限日から入札執行日時までの間において、大阪市競争入札参加停止
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措置要綱に基づく参加停止中の者 

(3) 入札参加申請期限日から入札執行日時までの間において、大阪市契約関係暴力団排

除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者 

 

10 保証の要否 

(1) 入札保証金  免除 

(2) 契約保証金  免除 

(3) 保証人    不要 

 

11 入札執行日及び場所 

本入札は総合評価方式のため、提案書記入要領等に基づく本件に関する提案書等を入札

書に添えて提出すること。 

(1) 入札執行日 

令和５年２月 13日（月） 午前 10時 00分 

(2) 入札執行場所  

大阪市役所 地下１階 第 10 共通会議室 

(3) 提案書提出期限 

  11(1)に同じ 

(4) 提案書提出場所  

  11(2)に同じ 

 

12 落札者の決定方法 

落札者の決定にあたっては、本件にとって最適な事業者を選定するため、13に記載する

落札者決定基準による総合評価方式を採用する。 

 

13 落札者決定基準 

(1) 評価にあたっては、予定価格の制限の範囲内において入札があった者のうち、600点の

範囲内で配点を行い、総得点の最も高い入札者を落札者とする。 

(2) 評価を技術点と価格点に区分し、その配点をそれぞれ技術点 360点、価格点 240点と 

する。 

(3) 本基準の詳細は、「落札者決定基準」による。 

 

14 落札結果 

結果通知については令和５年３月 15日（水）に書面により通知する。 

 

15 その他 

(1) 契約書の作成の要否 要 

(2) 落札決定後契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく

入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 



 

 

(3) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱

に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

(4) この入札による契約は、大阪市職員共済組合の令和５年度予算成立を前提とし、令

和５年４月１日付けで行うものとする。 

 


